
（案）  

流 家 第 １ ８ １ ２ 号  

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ９ 日  

 

 流 山 市 子 ど も ・ 子 育 て 会 議  

 会 長  柏 女  霊 峰  様  

 

               流 山 市 長  井 崎  義 治    

 

 

第 ２ 期 流 山 市 子 ど も を み ん な で 育 む 計 画 の 見 直 し の 策  

定 に つ い て （ 諮 問 ）  

 本 市 で は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 ２ ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日 号 外

法 律 第 ６ ５ 号 ） 第 ６ １ 条 に 基 づ き 策 定 し た 「 第 ２ 期 子 ど も を み ん

な で 育 む 計 画 ～ 流 山 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 総 合 計 画 ～ （ 令 和 ２ 年

３ 月 ）」に つ い て 、教 育・保 育 及 び 地 域 子 ど も・子 育 て 支 援 事 業 の

提 供 体 制 の 整 備 並 び に 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 給 付 及 び 地 域 子 ど も ・

子 育 て 支 援 事 業 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 す る た め の 基 本 的 な 指 針 に 基

づ き 、 計 画 の 中 間 年 度 で あ る 令 和 ４ 年 度 に 見 直 し を 行 い ま す 。  

 つ き ま し て は 、 第 ２ 期 流 山 市 子 ど も を み ん な で 育 む 計 画 の 見 直

し の 策 定 に 向 け て 、 意 見 を 求 め た く 諮 問 し ま す 。  

 

 

 


